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対象 認定有効期間
９月30日（木）までの方

更新申請 ８月２日（月）～

新規申請
区分変更 随時受け付け

※ 認定有効期間が８月31日（火）ま
での方は、早めに手続きをして
ください

手 続き郵送されている申請書を記
入のうえ、申請窓口へ（郵送も
可）
申 請窓口高齢福祉課（いずみプラ
ザ内）、高齢福祉課窓口（市役所
第２庁舎）、地域包括支援セン
ターもとまち・こいがくぼ・ほ
んだ・ひかり・ひよし・なみき

→高齢福祉課☎（042）321-1301

今月の介護認定（更新・申請）

今月の市税

お近くの金融機関などで納付をお願い
します〔ゆうちょ銀行（郵便局）では納期
限後は納付できません〕／市税を納付い
ただくときは、税目・期別を確認してく
ださい／市税の納付は、便利な口座振替
をご利用ください／バーコード・確認番
号などが付いている納付書はコンビニ
エンスストア・スマートフォン決済アプ
リ（モバイルレジ・PayPay）・クレジット
カード（インターネット利用）でも納付い
ただけます（納期限まで）。詳しい納付方
法はお問い合わせください

税目 納期限
市・都民税（第２期）

８月31日（火）軽自動車税（随時期）
国民健康保険税（第２期）

日時 ８月14日（土）
午前８時30分～正午

場所 納税課（市役所第１庁舎）

■休日納税窓口
　市税のほか、納期限内のもので納付
書をお持ちいただいたものに限り、負
担金・使用料なども納付できます。また、
納税相談もできます。

→納税課（内553）

８月の無料相談（振休を除く） （＊）印は予約制

内容 日程 時間 会場 問い合わせ

法律相談（＊） 火・金曜日
〔31日（火）を除く〕

午後1時30分～
4時30分

市民相談室
（市役所第4庁舎）
※税務相談は
電話相談のみ

政策法務課
市民相談室
（内222）

税務相談（＊） 11日（水）
登記相談（＊） 2日（月）
不動産・空き家等相談（＊） 16日（月）
行政苦情相談（＊） 中止
遺言・相続などの
書類作成相談（＊） 23日（月）

午後1時30分～
4時30分 市民相談室

（市役所第4庁舎）
年金・労災・雇用保険
・労務相談（＊） 12日（木）

マンション管理相談（＊） 26日（木）
交通事故相談（＊） 5日・9月2日（木） 午後1時30分～4時

消費生活相談 月～金曜日 午前9時30分～正午・
午後1時～3時30分

消費生活相談室
（市役所第4庁舎）

経済課
（内224）

教育相談・就学相談
（面談は予約制） 火～土曜日 午前10時～午後5時

（木曜日は7時まで）

「電話相談」専用電話（随時）
☎（042）573-4375
教育相談室（予約電話）
☎（042）573-4376

内容 日程 時間 会場 問い合わせ
身近な人権相談（＊） 中止 ※法務省の電話相談をご利用ください 人権平和課

☎（042）573-4378
※女性のための
カウンセリング
は電話での相談
も可

にじいろ相談（＊）
（性的指向・性自認に関すること） 相談日時は、お問い合わせください

男女平等推進
センター相談室
（ひかりプラザ内）

女性法律相談（＊） 19日（木）
午後1時30分～
4時30分女性のための

カウンセリング（＊） 3日・24日（火）

女性の悩みごと相談
（女性への暴力など）

月～金曜日

午前9時～正午・
午後1時～5時

（受付＝4時まで）

人権平和課
相談専用電話
☎（042）573-4342
a soudan@city.ko
kubunji.tokyo.jp

犯罪被害者等支援相談

母子父子・女性福祉相談（＊） 午前9時～午後5時
（受付＝4時まで）

生活福祉課（市役所第2庁舎）
（内533）

心の健康相談（＊） 19日（木） 午後1時30分～
4時30分 いずみプラザ 障害福祉課

（内522）

オンブズパーソンへの
面談による申立日（＊） 火曜日 午前9時～正午

オンブズパーソン
相談室

（市役所第4庁舎）

オンブズパーソン
事務局

（内559）
高齢者就業相談（＊）
tおおむね60歳以上 月～金曜日 午前9時～

午後4時30分 福祉センター シルバー人材センター
☎（042）325-4011

ふくし法律相談（＊） 26日（木） 午後1時30分～
4時30分 権利擁護センターこくぶんじ

☎（042）580-0570成年後見専門相談（＊） 12日（木）
福祉サービス総合相談 月～金曜日 午前9時～午後5時z新型コロナウイルス感染症の状況で相談方法を変更する場合あり。詳しくは問い合わせ先へ

今月は次の保険料の納期です
介護保険料１期
後期高齢者医療保険料１期 納期限 ８月31日(火)

保険料名 介護保険料 後期高齢者医療保険料

問い合わせ
高齢福祉課

（いずみプラザ内）
☎（042）321-1301

保険年金課
（市役所第１庁舎）

（内319）

今月の保険料
個人番号カード交付休日窓口個人番号カード交付休日窓口

→市民課（内338）※年金天引きの方は８月13日(金)に天引き

予約制

社会保険労務士による
働き方改革に関する個別相談会

→経済課(内351)

男 女 共 同 参 画 と 防 災

　９月１日の防災の日を迎えるにあたり、アウトドア×防災
を楽しく学んだり、誰もが安心して過ごせる避難所にする
ための方法を考えたりしてみませんか。

■共通事項
bいずみプラザ
tどなたでも
kあんどうりすさん(アウトドア防災
ガイド）
c各30人　e無料
m ８月２日(月)から講座名・参加希
望回・氏名(ふりがな)・電話番号、
託児希望の方は子どもの氏名(ふり
がな）・年齢・性別を、電話またはajinkenheiwa@city.
kokubunji.tokyo.jpで男女平等推進センターへ
　※先着順。市民の方優先
x６か月以上の未就学児４人※８月16日(月)まで受け付け。
　先着順

あんどうりすさん
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 　普段使いできる防災グッズを知り、日常生活
に防災を取り入れましょう。
注講師はオンラインで登壇

第 1 回
楽しく学ぼう　アウトドア防災講座
防災グッズを日用品に

第 2 回

　避難所で犯罪を起こさせないポスター作りや
災害時の乳幼児栄養支援など、女性・支援者の
視点で考えます。

地域で考えよう
だれもが安心して過ごせる避難所運営

d８月14日(土)午前９時～午後４時30分
b市民課（市役所第1庁舎）
t個人番号カードを申請していて交付通知書が届いている方
c120人
m  ８月２日（月）午前９時～11日（水）にいずれかの方法で予約※先着順
 　○ インターネット予約＝予約サイトhhttps://www.mynumpo.com/　　　

mynumpo-kokubunji-u/または二次元コードから
　 ○ 電話予約＝月～金曜日〔９日（振休）を除く〕の午前９時～正午・午後2時～

５時に電話で市民課予約専用ダイヤル☎（042）325-0225へ
z 予約の際には交付通知書が必要。電話での予約は回線の混雑が予想されるた
め、インターネット予約をご利用ください。また、電子証明書の更新はでき
ません

d8月12日(木)午後1時～5時
b経済課(市役所第3庁舎）
t市内中小企業・小規模事業者の方
n 創業時に必要な社会保険・労働保険の手続き、時間外労働の削減
や同一労働同一賃金への取り組み、就業規則、助成金などの相談
e無料　z事前に電話で経済課へご連絡ください

→人権平和課☎(042)573-4378

9月26日(日)午前10時～正午

9月12日(日)午後2時～4時


